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(57)【要約】
　２つの隣接する椎骨間に埋め込む人工椎間板が、ボー
ルソケット構成で接続される上側シェル及び下側シェル
を備える。下側シェルは好ましくは、上側シェルの凹部
分と協働する凸部分を組み入れている。弾性核が、それ
らのシェルの対向する内面によって画定されるエンクロ
ージャー内に設けられており、シェルを互いに対して付
勢する。ボール部分を固定構成又は摺動可能な構成で設
けることができる。上側シェル及び下側シェルには協働
する雄型部分及び雌型部分も設けられることで、それら
のシェルが互いに確実に係合し、それにより分離が防止
されるが、それらのシェル間に任意の所望の関節運動を
可能にする。本発明の人工椎間板は、それらのシェル間
の回転及び並進運動の範囲を限定及び制限する様々な抵
抗手段を有する。
【選択図】図２２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脊椎の隣接する上の椎骨及び下の椎骨間に埋め込む人工椎間板であって、
　該椎間板が、
　上側シェルと、下側シェルと、該上側シェル及び該下側シェルを離すように付勢する手
段とを備え、
　該上側シェル及び該下側シェルは、２つ以上の関節運動面により互いに対して可動であ
り、
　該下側シェルは、後方に位置する凸部分を含む上面を有し、
　該上側シェルは、該下側シェルの該上面に対向すると共に、該凸部分に対向する後方に
位置する凹部分を含む下面を有し、
　該凸部分及び該凹部分は、ボールソケットジョイントを形成するように関節運動式に協
働し、
　該凸部分又は該凹部分の少なくとも一方は、少なくとも１つの雄型部分を有し、該凸部
分又は該凹部分の他方は、該少なくとも１つの雄型部分を受け入れると共に該雄型部分と
確実に係合するように構成された対応する数の協働する雌型部分を有する、人工椎間板。
【請求項２】
　前記雄型部分及び前記雌型部分が、該雄型部分及び該雌型部分間にさらなる関節運動面
を形成するように対応する湾曲面を有する、請求項１に記載の人工椎間板。
【請求項３】
　前記雄型部分及び前記雌型部分が、ロック・キー構成で係合することで前記上側シェル
及び前記下側シェルの分離を防止する、請求項１又は２に記載の人工椎間板。
【請求項４】
　前記雌型部分が、前記上側シェル及び前記下側シェルの相対運動を可能にするように前
記雄型部分よりも大きくサイズ決めされる、請求項１から３のいずれか一項に記載の人工
椎間板。
【請求項５】
　複数の雄型部分及び対応する雌型部分が設けられる、請求項１から４のいずれか一項に
記載の人工椎間板。
【請求項６】
　前記雄型部分が実質的に円板形状の構造を含む、請求項１から５のいずれか一項に記載
の人工椎間板。
【請求項７】
　前記雄型部分がボール形状構造を含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の人工椎
間板。
【請求項８】
　前記雄型部分がレール形状構造を含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の人工椎
間板。
【請求項９】
　前記雄型部分及び前記雌型部分に複数の関節運動面が与えられる、請求項１から８のい
ずれか一項に記載の人工椎間板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は脊椎インプラントの分野に関し、より詳細には、様々な程度の関節運動（arti
culation）を可能にする椎間板プロテーゼに関する。
【０００２】
　　［先願の相互参照］
　本願は、米国仮出願第６０／９３４，２７７号（２００７年６月１２日に出願）からの
優先権を主張するＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＣＡ２００８／００１１１４号（２００８年６月１
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２日に出願）の一部継続である米国特許出願第１２／２７４，６８５号（２００８年１１
月２０日に出願）からの優先権を主張する。上記の先願の内容は全て参照により本明細書
に援用される。
【背景技術】
【０００３】
　脊柱は、様々な解剖学的構成要素からなる複雑な構造であるが、一方で非常に柔軟であ
り、身体に構造及び安定性をもたらす。脊柱は、実質的に円柱状の椎体をそれぞれが有す
る椎骨から構成される。隣接する椎体の対向面は、線維軟骨物質からなる椎間板によって
、共に連結及び分離されている。椎体はまた、過度な運動を制限し安定性を与えるように
共に作用する靱帯の複雑な構成によって、互いに連結されている。
【０００４】
　椎間板の主な機能は、荷重支持（荷重分配及び衝撃吸収を含む）及び動きである。その
重量支持機能により、椎間板は隣接する椎体間にクッションをもたらしつつ、１つの椎体
から次の椎体へ荷重を伝達する。椎間板はまた、隣接する椎体間に限定範囲内ではあるが
運動を生じさせることで、脊柱に構造及び剛性を与える。このような運動は、正及び負の
方向の並進及び回転、並びにそれらの多くの組合せを含む。したがって、椎間板は、隣接
する椎骨間に生じる様々な複雑な運動、すなわち、関節運動を可能にする。
【０００５】
　例えば、年齢、外傷、疾患等の多くの要因により、多くの場合、椎間板がその寸法安定
性を失い、圧潰し、萎縮し、変位状態又は他の損傷状態になることが判明している。当該
技術分野において知られているように、罹患又は損傷した椎間板は、プロテーゼ及びその
ようなプロテーゼの様々な変形物又はインプラントで置換することが通例である。既知の
方法の１つは、損傷した椎間板を、該椎間板が占めている空間内に入るスペーサーで置換
することを含む。しかしながら、そのようなスペーサーは、隣接する椎骨も一緒に結合す
ることで、それらの椎骨間でのいかなる相対運動も妨げてしまう。
【０００６】
　最近、隣接する椎骨間の運動を可能にする椎間板置換インプラントが提案されている。
先行技術による幾つかのインプラントの例が、以下の米国特許、すなわち、特許文献１（
Boyd他）、特許文献２（Cauthen）及び特許文献３（Simonson）において提示されている
。
【０００７】
　上述した人工椎間板の他に、本発明者らは、種々の椎間運動を提供する様々な改善され
た椎間板プロテーゼ、及び本来の脊椎構造に見られるような通常の動きの制限をシミュレ
ートする手段を提案している。本発明者らの椎間板プロテーゼの例は、以下の米国特許出
願、すなわち、特許文献４、特許文献５及び特許文献６に記載されている。これらの先願
はその全体が参照により本明細書に援用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第５，５６２，７３８号
【特許文献２】米国特許第６，１７９，８７４号
【特許文献３】米国特許第６，５７２，６５３号
【特許文献４】米国特許出願第１１／９７８，８０４号
【特許文献５】米国特許出願第１１／９７８，８７２号
【特許文献６】米国特許出願第６０／９３４，２７７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　人工椎間板を開発する上で、椎間板構成要素の分離及び／又は任意の所与の方向への極
端な動きを防止しつつも椎間板に広範の関節運動を可能にすることが望まれている。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　一態様では、本発明は、椎間板を置換するインプラントを提供する。
【００１１】
　別の態様では、本発明は、隣接する椎骨に様々な平面内の動きの範囲（a range of mot
ions：可動域）を可能にする人工椎間板を提供する。そのような動きは、隣接する椎骨の
動きが隣の脊椎構造構成要素の劣化につながらない所定範囲内に制限することができる。
【００１２】
　別の態様では、様々な軸を中心とした上記の動きを合わせて、自然な動きをより厳密に
シミュレートすることができる。
【００１３】
　別の実施の形態では、本発明は、椎間板を形成する２つの主要な構成要素の分離を防止
する手段を含む人工椎間板を提供する。
【００１４】
　したがって、一態様では、本発明は、脊椎の隣接する上の椎骨及び下の椎骨間に埋め込
む人工椎間板であって、該椎間板は、
　上側シェルと、下側シェルと、該上側シェル及び該下側シェルを離すように付勢する手
段とを備え、
　該上側シェル及び該下側シェルは、２つ以上の関節運動面により互いに対して可動であ
り、
　該下側シェルは、後方に位置する凸部分を含む上面を有し、
　該上側シェルは、該下側シェルの該上面に対向すると共に、該凸部分に対向する後方に
位置する凹部分を含む下面を有し、
　該凸部分及び該凹部分は、ボールソケットジョイント（joint：接合部）を形成するよ
うに関節運動式に協働し、
　該凸部分又は該凹部分の少なくとも一方は、少なくとも１つの雄型部分を有し、該凸部
分又は該凹部分の他方は、該少なくとも１つの雄型部分を受け入れると共に該雄型部分と
確実に係合するように構成された対応する数の協働する雌型部分を有する。
【００１５】
　本発明の特徴は、添付の図面を参照する以下の詳細な説明においてより明らかとなるで
あろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】椎骨の動きの範囲の概略図である。
【図２】本発明の一実施形態による人工椎間板の側面図である。
【図３】図２の椎間板の上面図である。
【図４】図５に示す矢状面ＩＶ－ＩＶに沿った、図２の椎間板の側面すなわち側面断面図
である。
【図５】図６に示す軸面Ｖ－Ｖに沿った、図２の椎間板の下側シェルの上面すなわち上面
断面図である。
【図６】図５に示す冠状面ＶＩ－ＶＩに沿った、図２の椎間板の前方面すなわち前面断面
図である。
【図７】脊椎内に埋め込まれていると共に、伸展位置の椎間板を示す、図２の椎間板の断
面図である。
【図８】脊椎内に埋め込まれていると共に、屈曲位置の椎間板を示す、図２の椎間板の断
面図である。
【図９】図１０に示す矢状面ＩＶ－ＩＶに沿った、別の実施形態による本発明の椎間板の
側面すなわち側面断面図である。
【図１０】図１１に示す軸面Ｘ－Ｘに沿った、図９の椎間板の下側シェルの上面すなわち
上断面図である。
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【図１１】図１０に示す冠状面ＸＩ－ＸＩに沿った、図９の椎間板の前方面すなわち前面
断面図である。
【図１２】別の実施形態による、本発明の椎間板の側面斜視図である。
【図１３】下側シェル及び上側シェルが分離している、図１２の椎間板の側面斜視図であ
る。
【図１４】図１２の下側シェルの上面斜視図である。
【図１５】屈曲状態の、図１２の椎間板の側面斜視図である。
【図１６】図１５の椎間板の側面断面図である。
【図１７】伸展状態の、図１２の椎間板の側面斜視図である。
【図１８】図１７の椎間板の側面断面図である。
【図１９】側方に伸展した状態の、図１２の椎間板の背面断面図である。
【図２０】本発明の核の側面図である。
【図２１】本発明の核の側面図である。
【図２２】さらなる実施形態による、本発明の椎間板の側面断面図である。
【図２３】図２２の椎間板の後方面断面図である。
【図２４】図２２の椎間板の下側シェルの上面斜視図である。
【図２５】図２２の椎間板のさらなる変形形態の側面断面図である。
【図２６】図２２の椎間板のさらなる変形形態の側面断面図である。
【図２７】図２２の椎間板のさらなる変形形態の側面断面図である。
【図２８】図２２の椎間板のさらなる変形形態の後方面断面図である。
【図２９】図２２の椎間板のさらなる変形形態の後方面断面図である。
【図３０】図２２の椎間板のさらなる変形形態の側面断面図である。
【図３１】図２２の椎間板のさらなる変形形態の側面断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下の説明において、「上（側）」、「下（側）」、「前方」、「後方」及び「側方」
という用語を使用する。これらの用語は、脊椎内に位置付けされるときの本発明のインプ
ラントの向きを説明することを意図する。したがって、「上（側）」は上部を指し、「後
方」は、脊椎が直立位置にあるときに、インプラント（又は他の脊柱構成要素）の、患者
の身体の背面に面する部分を指す。同様に、「下（側）」という用語はインプラントの下
部を指すのに用いられ、「前方」は、脊椎が直立位置にあるときに、患者の身体の正面に
面する部分を指すのに用いられる。添付の図面に示されている図に関して、「冠状面」と
いう用語は、側方端間に延びることで身体を前方部分と後方部分に分離する面を示すこと
が理解されるであろう。「矢状面」という用語は、前後方向に延びることで身体を２つの
側方部分に分離する面を示すことが理解されるであろう。「軸面」という用語は、身体を
上側部分及び下側部分に分離する面を示すことが理解されるであろう。これらの位置及び
向きに関する用語は、本発明をいずれかの特定の向きに限定することを意図するものでは
なく、以下の説明を容易にするために用いられることが分かるであろう。
【００１８】
　本発明は、損傷したか又は他の機能不全となった椎間板を置換するための人工椎間板又
はインプラントを提供する。本発明のインプラントは、隣接する椎体間の様々な程度の動
きを許容限界内ではあるが可能にするように設計される。
【００１９】
　図１は、椎骨に関連する様々な自由度を示すことによって椎骨の動きの複雑性を示す。
生理学的な動きの正常範囲では、椎骨は「中立領域」と「弾性領域」との間に延びる。中
立領域は、動きの全範囲内の領域であり、この領域では、脊椎の骨構造を支持する靭帯は
比較的応力を受けない、すなわち、靭帯が動きに対して与える抵抗は比較的小さい。動き
の範囲の限界地点又は限界付近で動きが生じる場合に弾性領域に遭遇する。この領域では
、靭帯の粘弾性的性質が動きに対して抵抗を示し始めることで動きを制限する。「毎日の
」又は通常の動きの大部分は中立領域内で生じ、弾性領域に及ぶことはごく稀である。中
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立領域内に含まれる動きは軟組織構造に応力を与えないが、弾性領域への動きは様々な程
度の弾性応答を引き起こす。したがって、特に脊椎の人工インプラントの分野における目
標は、そこに隣接する椎骨の動きを中立領域に制限するプロテーゼを提供することである
。そのような制限により、隣接する骨構造及び軟組織構造に対する応力を最小限にする。
例えば、そのような動きの制限は椎間関節変性を最小限にするか又は減らすのに役立つ。
【００２０】
　包括的に、本発明は椎間板を置換するための埋め込み式脊椎プロテーゼを提供する。本
発明のインプラントは概して、協働する下側部分及び上側部分、すなわち、下側シェル及
び上側シェルからなり、これらは互いに対して可動であり、力を吸収する弾性核によって
その少なくとも一部に沿って分離されている。本発明の椎間板の構成要素間の相対運動は
様々な自由度を有するが、概して特定範囲に制限される。すなわち、プロテーゼには、そ
れに隣接する椎骨間の動きを制限するための様々な「緩やかな」停止機構及び「急な」停
止機構が与えられる。特に、本発明の人工椎間板は、中立領域及び弾性領域における正常
な運動に類似した回転、屈曲、伸展及び側方運動（すなわち、正常又は無傷の椎間板に関
連する運動）を提供する。さらに、本発明の装置はそのような動きの様々な組合せ、すな
わち複合運動（coupled motion）も可能にする。例えば、本発明の椎間板は屈曲及び並進
、又は側屈及び側方並進、又は屈曲及び回転を受けることができる。本開示を鑑み、様々
な他の動きが当業者には明らかであろう。
【００２１】
　図２及び図３は、本発明の実施形態による人工椎間板１０を示す。図示のように、椎間
板１０は上側シェル１２及び下側シェル１４を備え、前方端１６及び後方端１８を含む。
シェル１２及び１４のそれぞれの外側上面１３及び外側下面１５には、隣の椎体骨構造間
の空間への埋め込みを向上又は容易にするのに必要とし得るような所望の表面構造又は形
状を与えてもよい。例えば、図示の実施形態では、上側シェルの外側上面１３は凸状であ
ってもよい。さらに、骨の内部成長を容易にする及び／若しくは引き起こすように、並び
に／又は、隣接する骨構造への接着を他の方法で促進させるように、面１３及び１５には
任意の既知の被覆又は表面処理を施してもよい。そのような被覆等は当業者に既知である
。さらに、シェル１２及び１４の外面には、隣接する骨構造に椎間板１０を固定するさら
なる固定（anchoring：係留）用の機構を設けてもよい。そのような機構としては、隣接
する椎体間での本発明の埋め込みを容易にするか又は向上させる、例えば、ねじ、スパイ
ク、穴若しくはピン（図示せず）を挙げることができる。
【００２２】
　さらに、本発明の椎間板１０は人工椎体に関連する使用に適合させることができる。そ
のような場合、本発明の椎間板１０には、人工椎体に固定するために使用することができ
る例えばキール等の様々な係留手段（図示せず）を設けてもよい。そのような人工椎体の
一例が、本出願人の同時係属中のＷＯ２００６／１１６８５０として公開されたＰＣＴ出
願に挙げられており、その内容全体は参照により本明細書に援用される。概して、本発明
の椎間板１０には、２つの構造が組み合わせられる場合、人工椎体の隣接する表面への取
付けを容易にするであろう任意の外面又は表面手段を設けてもよい。取付手段により、人
工椎間板と人工椎体との間に或る程度の相対運動を可能にすることができる。したがって
、（図２及び図３に示すような）一実施形態では、外側下面１５には、自然な椎体に適合
するように湾曲形状が与えられているが、この面には、人工椎体の表面と係合又は協働す
るように構成された異なる構造も設けることができる。人工椎間板及び人工椎体は双方と
も、それらの間にそのような協働的構成を可能にするように設計することができる。
【００２３】
　図３及び図５に示すように、本発明の椎間板１０には好ましくは、上面（上方）又は下
面（下方）から見た場合に、概ね長楕円形、長円形又は楕円形の形態が与えられている。
椎間板のこの形状は、隣接する椎体との表面接触を最大にするという点に関して好ましい
ことが、当業者には理解されるであろう。しかしながら、様々な他の形状、サイズ及び割
合も可能である。また、図示のように、椎間板１０には好ましくは、上方及び下方で異な
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り得る特定の外側形状を与えてもよい。例えば、本明細書に添付されている図に示す外側
の審美的特性により、隣接する椎骨構造の自然な形状を反映することによって既存の骨構
造内への埋め込みを容易にしてもよい。しかしながら、本発明は、いずれの形状又はサイ
ズにも限定されないことが分かるであろう。さらに、添付の図面に示す椎間板の外側形状
は、人工椎体との使用に必要とされなくてもよく又はそのような使用に好適でなくてもよ
いことが分かるであろう。
【００２４】
　椎間板１０を図４に矢状断面で示す。図示のように、上側シェル１２及び下側シェル１
４は椎間板１０を形成するように協働的に配置されている。シェル１２とシェル１４との
間には弾性核２０が設けられている。図４～図６に示すように、下側シェル１４の内面（
すなわち上面）は、後方端１８に近接する隆起した凸部分２２を含む。以下にさらに説明
するように、凸部分２２は、上側シェル１２の内面（すなわち下面）に設けた凹部分すな
わち凹面２４と協働してボールソケットジョイントを形成する。理解されるように、その
ようなジョイントにより、シェル１２及び１４を関節運動式に協働させることで様々な方
向への相対運動が可能になる。図４及び図５に示すように、一実施形態では、凸部分すな
わちボール２２は下側シェルの後方端１８に配置することができる。ボール２２の後方端
１９及び前方端２１は好ましくは、先端が切り取られているか又は直角に切り落とされて
いる。当業者に理解されるように、また、以下にさらに説明するように、凸部分２２及び
／又は凹部分２４の形状、位置及び寸法は、所望の動きの範囲若しくは程度、又は回転軸
に応じて調整することができる。
【００２５】
　下側シェルはまた、上方に延びる外壁２６も含むことで、凸部分すなわちボール２２と
外壁２６との間の境界をなすウェル２８が得られ、このウェル２８内に核２０が収容され
る。図５に示すように、図示の実施形態のウェル２８は概して、後方に延びる「Ｕ」字形
のようなアームを有する「Ｕ」字状構造を有する。核２０には好ましくは、核がウェル２
８の形状に合致してその中に収容されるように同様の構造が与えられる。しかしながら、
理解されるように、また、以下にさらに述べるように、ウェル２８及び／又は核２０には
、同じ機能を達成する他の形状を与えることもできる。
【００２６】
　図４及び図６に示すように、上側シェル１２には、下方に延びる後方部分３０が設けら
れており、後方部分３０の下面は上記の凹面２４すなわちソケットを含む。上記に説明し
たように、上側シェル１２の凹面すなわちソケット２４は、下側シェルの凸部分すなわち
ボール２２と協働してそれらの間に関節運動ジョイントを形成するように構成又は設計さ
れる。上側シェル１２は、少なくともその前方端に沿って下方に延びるリム３２も含む。
リム３２は、下側シェルの壁２６の正面すなわち前方に位置するようにサイズ決めされる
。以下にさらに説明するように、この構成は、屈曲及び伸展運動、すなわち、上側シェル
が下側シェルに対して前方又は後方に動く運動に対して「急な停止」を与える役割を果た
す。図４に示す椎間板は、上側シェル１２を、そのリム３２が下側シェルの壁２６と接触
することで上側シェル１２のいずれのさらなる後方運動も防止する位置で示す。シェルの
リム３２及び壁２６は連続している必要も、それぞれのシェルの外周全体に沿って延びて
いる必要もないことが理解されるであろう。
【００２７】
　図４及び図６に示すように、上側シェルは、後方のソケット部分２４を囲むリセス２９
を含む。リセス２９が下側セクションのウェル２８と実質的に同じ形状であることで、リ
セスとウェル２８が組み合わせられると核のためのエンクロージャーを形成する。
【００２８】
　図６に示すように、上側シェル１２には好ましくは、その側方端に、一対の下方に延び
るタブ３４、３６も設けてもよい。タブ３４及び３６はそれぞれスロット３８及び４０内
に受け入れられるように構成され、それらのスロットは下側シェル１４の側方端に設けら
れている。例えば本出願人の同時係属中のＷＯ２００６／１１６８５２として公開された
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ＰＣＴ出願に教示されているように、この種のタブ及びスロットの構成は、側方湾曲運動
及び軸回転運動に対して「急な停止」を与える役割を果たす。
【００２９】
　より具体的には、側方運動の場合、図６に見られるように、スロット３８及び４０はタ
ブ３４及び３６の長さよりも深く下側シェル１４へ延びる。したがって、上側シェル及び
下側シェル間の側方又は左右方向の運動により、タブのうち一方の終端がそれぞれのスロ
ットの基部と接触することで、その方向へのさらなる運動がいずれも防止される。軸回転
の場合、スロット３８及び４０は、タブ３４及び３６よりも広くサイズ決めされることで
、上側シェル及び下側シェルが、それらの間に形成されるボール２２及びソケット２４の
ジョイントを通じて、タブ３４及び３６の側縁がスロット３８及び４０の側壁に接触する
まで回転することが可能になる。そのようなタブ及びスロットに関するさらなる詳細は、
本出願人の上記同時係属中の出願に提示されている。椎間板自体の卵形形状により、回転
運動に対して任意の必要な「停止」を与えることで、タブ３４、３６及びスロット３８、
４０の必要性を回避することができることが理解されるであろう。椎間板１０は、回転運
動に対して拘束されていなくてもよく、又は代替的に、いかなる回転運動も阻止するよう
に設計されてもよいことも理解されるであろう。当業者に既知であるように、椎間板の許
容可能な回転の程度は様々な要因に応じて決まる。
【００３０】
　図４及び図６に示すように、弾性核２０は、上側シェル１２と下側シェル１４の相対運
動に対して抵抗を与える役割を果たす。例えば、図４に示すように、核２０はシェル１２
及び１４の前方端同士を互いに離すように弾性付勢し、その場合、核の弾性により、椎間
板の前方部分に加えられた圧縮力によってシェルの前方部分同士は互いに近寄ることにな
る。シェルのこの種の動きは、例えば屈曲運動時（すなわち、上側シェル１２が下側シェ
ル１４に対して前方に動く場合）に生じる。
【００３１】
　図６は、外側の角度をつけた端部が上側シェル１２及び下側シェル１４の主としてそれ
ぞれの側方端に設けられた、任意選択的な構造を示す。図示のように、上側シェル１２は
下方の角度をつけた端部３７ａ及び３７ｂを対向する側方端に含み、下側シェル１４は上
方の角度をつけた端部３９ａ及び３９ｂを含む。端部３７ａ及び３７ｂは端部３９ａ及び
３９ｂそれぞれに対して対向するようにして配置される。図示のように、端部３７ａ、ｂ
及び３９ａ、ｂの配置により、椎間板１０が側方に（すなわち、冠状面に沿って）圧縮さ
れるとペンチのような機能が得られる。この配置は、埋め込まれて正常な運動を受けた椎
間板１０の周りに形成され得るいかなる瘢痕組織もせん断する役割を果たす。
【００３２】
　図７及び図８は本発明の屈曲運動を示す。図示のように、椎間板１０は、損傷又は罹患
した椎間板の切除後に創出された椎間腔内に埋め込まれた状態で示されている。椎間板１
０は図７には伸展位置、図８には屈曲位置で示す。見られるように、図７の伸展位置では
、上側シェル１２及び下側シェル１４は図４において先に示した位置にあり、核２０がウ
ェル２８及びリセス２９によって形成されるエンクロージャー内に収容されている。しか
しながら、屈曲運動の際に上側椎骨が前方に動くにつれ、上側シェル１２のソケット３０
が下側シェル１４のボール２２の上を摺動可能に動く。図８に示すように、そのような屈
曲運動の過程において、ソケット部分３０の前方壁が弾性核２０に衝突し、次に、弾性核
２０が下側シェル１４の壁２６に押し当たる。また、図示のように、屈曲運動の過程にお
いて、核２０を収容するエンクロージャー２９の体積が、上側シェル１２のソケット３０
が下側シェルのボール２２の上を摺動することにより減少する。図示のように、このよう
にして、上側シェルの前方端が垂直方向に下降することでエンクロージャー２９の体積を
収縮させる。理解されるように、そのような屈曲運動は、核がエンクロージャー内でそれ
以上圧縮できなくなる（その時点でさらなる屈曲が防止される）まで持続することができ
る。核のそのような圧縮は、シェル間のそれぞれの動きに対する「緩やかな」停止機構と
しての役割を果たすことが理解されるであろう。
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【００３３】
　本発明の考えられ得る一実施形態では、椎間板１０はまた、屈曲運動に対する「急な停
止機構」として上述したタブ３４、３６及びスロット３８、４０を用いてもよい。すなわ
ち、屈曲を制限するために、タブ及びスロットを、タブ３４、３６の前方縁がスロット３
８、４０の前方壁と接触する（その時点でさらなる屈曲が防止される）まで或る特定の程
度の運動だけを許容するようにサイズ決めしてもよい。
【００３４】
　上述の屈曲運動において、核２０とリセス２９の内壁との接触面が摩擦力を受ける場合
がある。したがって、本発明は、そのような摩擦力を最小限にとどめることで核２０への
損傷を防止するように任意の既知の被覆又は処理等を施されるリセス２９の壁を提供する
。
【００３５】
　図８はまた、ボールすなわち凸部分２２の曲率を示す。図示のように、ボール２２は好
ましくは、下の椎骨内の点Ｐからの半径「ｒ」を有する球面を含む。図示のように、点「
Ｐ」（椎間板１０のための瞬間回転軸を規定する）は、下の椎骨の後方部分に位置付けさ
れている。この位置付けは、後方に位置付けされる点、又はボール２２及びソケット２４
によって形成される関節運動によるものである。
【００３６】
　特定の場合では、人工椎間板の埋め込みは、特定の病態を緩和するために、隣接する椎
骨の再整合を必要とする場合もある。例えば、椎骨は、脊柱前弯症を回復させるのに再整
合が必要となる場合がある。理解されるように、本発明は必要に応じて、椎間板の瞬間回
転軸を様々な所望の位置に位置付けすることを可能にする。回転軸の再位置付けは、例え
ば、本発明の椎間板１０内に設けられるボール２２の幾何学的形状及び位置を変えること
によって達成することができる。すなわち、ボール２２の形状を変えることによって、瞬
間回転軸を前方又は後方に移動させることができる。したがって、例えば、図８の例示で
は、点Ｐは、ボール２２及び関連するソケット２４の位置を調整することによって前方方
向又は後方方向に移動させることができる。さらに、ボール２２の曲率も、位置と共に又
は位置に関係なく調整することができることで、点Ｐの垂直方向の位置付けを変えること
も可能であることも理解され得るだろう。例えば、上述の半径「ｒ」を縮小することによ
って、瞬間回転軸（すなわち、図８に示す点「Ｐ」）を椎間板１０の下側シェル１４のよ
り近くに位置するように垂直方向に上昇させることができることが理解されるであろう。
そのような位置では、隣接する椎骨間の椎間関節に加えられるせん断応力を減らすことが
できる。
【００３７】
　さらなる実施形態では、凸部分２２の曲率は様々な非球形形状を有していてもよい。例
えば、前方端でより顕著になるように曲率を調整することによって、凸部分２２が屈曲に
対する動き抑制部として作用するように構成してもよい。凸部分、すなわち、ボール２２
に対するそのような調整は、所望のボール及びソケットの構成を依然として維持しつつ、
１つ又は複数の動きに対して行うことができることが理解されるであろう。
【００３８】
　上記に示したように、弾性核２０は屈曲に対して漸増する抵抗を与える。そのような抵
抗は核を含む材料の圧縮性に応じて決まるため、屈曲の程度はそのような材料の適当な特
性を選択することによって調整することができることが理解されるであろう。例えば、圧
縮性の低い材料製の核、又は、核を収容するエンクロージャーのより多くの体積を占める
核は動きの範囲を低減するであろう。上述のように、核２０が実質的に「Ｕ」字形のウェ
ル２８の形状とより容易に合致するように、核には好ましくは、実質的に「Ｕ」字形の構
造が与えられる。しかしながら、理解されるように、ウェル２８及び／又は核２０には、
同じ機能を達成する他の形状が与えられていてもよい。例えば、一実施形態では、核２０
はウェルの前方セクション内にだけ収容され、「Ｕ」字形アーム内には収容されないもの
としてもよい。例えば、核は細長い（すなわち、長円形、卵形又は長楕円形）構造を有し
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てもよい。そのような場合、ウェル２８又はエンクロージャー２９には、核の変位を防止
する壁又は他のそのような障壁手段を設けてもよいことが理解されるであろう。別の実施
形態では、核は、椎間板の前方部分にだけ位置する実質的に円形の構造を含んでもよい。
そのような場合、核が与える「緩やかな」停止は屈曲運動の際にだけ有効であり得ること
が理解されるであろう。上記では、核は単一体として言及されている。しかしながら、他
の実施形態では、核を１つ又は複数の要素で設けてもよく、その理由は、上側シェルが組
み合わせられると核の弾性により核がウェル（又はウェルの特定のセクション）の形状を
とることができるためである。例えば、一実施形態では、核を、１つの前方セグメント及
び２つの側方セグメントに相応する３つのセグメントで設けてもよい。さらに別の実施形
態では、核を２つのセグメントで設けてもよく、セグメントはそれぞれ、椎間板のエンク
ロージャーの側方セクション（例えば、「Ｕ」字形ウェルの２つのアーム内）に位置する
。そのような場合、核はもっぱら側屈運動に対する「緩やかな」停止機構として有効であ
り得ることが理解されるであろう。しかしながら、２つの核セグメントが椎間板の前方セ
クションに向かって伸びるのであれば、少なくとも或る程度の「緩やかな停止」が屈曲運
動に対して与えられることが理解されるであろう。概して、本発明の核は好ましくは、屈
曲及び側方圧縮運動に対して「緩やかな」停止を与える。したがって、これに基づき、ま
た本開示を鑑み、核及び／又はウェルの形状及びサイズの他の様々な変更が当業者には明
らかとなるであろう。
【００３９】
　上記の説明は屈曲に焦点を置いているが、本発明の椎間板は他の様々な個々の運動又は
複合運動も可能にする。例えば、上述したように、本発明は椎間板１０に隣接した椎骨の
制御された側方運動を可能にする。図６に示す実施形態では、実質的に「Ｕ」字形の構造
を有する核２０は、上側シェル１２及び下側シェル１４によって形成されたエンクロージ
ャーの側方位置内に設けた「Ｕ」字形アームを含む。すなわち、実質的に「Ｕ」字形の核
のアームはウェル２８の側方部分を占める。この構成では、側方（すなわち、左右方向）
運動時、椎間板の側方端の一方が圧縮を受けることが理解されるであろう。これは図１９
にも示す。この運動により、圧縮下の側に対応する核の側方部分の圧縮がもたらされる。
屈曲及び伸展に関して上述したように、核の弾性は最大量の核圧縮が生じるまで側方圧縮
量を徐々に制限する役割も果たす。したがって、これは、側方運動に対して「緩やかな」
停止を与える。そのような運動は、核のための材料の適当な選択肢を選択することによっ
て、及び／又は椎間板のエンクロージャー内に収容されている核の体積によって、上述の
ように制御することができる。上記に説明したように、上記の「Ｕ」字形構造を有する核
が好ましいであろうが、本発明の人工椎間板には、任意の幾何学的形状の核を設けてもよ
い。例えば、核が長円形、卵形又は長楕円形の構造を含む場合では、少なくとも或る程度
の側方圧縮が依然として生じることで、そのような核が側方運動に対して上記の「緩やか
な」停止を与えることを可能にすることが理解されるであろう。代替的に、核は屈曲及び
伸展運動に対してだけ「緩やかな」停止を与えるように設計してもよい。そのような選択
肢は、本開示を再考すれば当業者には明らかであろう。
【００４０】
　別の態様では、椎間板１０の様々な「急な停止」は、上記で説明したように、患者の必
要性と、問題となっている椎骨の自然な動きの要求とに応じて、より広いか又はより狭い
動きの範囲を与えるように調整することができる。
【００４１】
　本発明の別の実施形態を図９～図１１に示し、これらの図では、同様の要素は上記と同
じ参照符号で表されている。同様であるが変形形態を含む要素は、同じ参照符号で表され
ているが明確にするために文字「ａ」が付け加えられている。
【００４２】
　図９～図１１に示すように、椎間板１０ａの全体的な構造は上述したものと同様である
。さらに、上側シェル１２は上記に説明した同じ構造を含む。しかしながら、下側シェル
１４は、瞬間回転軸を動的に変える手段を提供するように変更されている。より具体的に
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は、図示の実施形態では、下側シェル１４ａの固定された凸部分、すなわち、ボール部分
２２の代わりに、凸上面を有する可動コア５４が用いられている。図９～図１１に示すよ
うに、下側シェル１４ａにはリセス５０が設けられており、リセス５０は、一実施形態で
は、下側シェル１４の後方端１８に配置され、かつ、その側方端間の実質的に中央に配置
されている。しかしながら、本開示に基づき、リセス５０を必要に応じて任意の位置に配
置することができることが理解されるであろう。リセス５０は、実質的に平面的な基部５
２を含み、可動コア又は浮動コア５４を受け入れるように構成される。コア５４は、リセ
ス５０の基部５２の上を摺動することが可能な実質的に平坦な下面５６を有する。
【００４３】
　図９～図１１に示すように、コア５４は、上側シェル１２の凹部分、すなわち、ソケッ
ト部分３０と協働するように構成された凸上面５８を含む。したがって、凸面５８は上記
に説明した凸面２２と同じ機能を果たす。好適な実施形態では、コア５４の凸上面、すな
わち、ボール５８は、埋め込まれると下方に隣接する椎体内に位置する、上記で説明した
点「Ｐ」のような回転軸を有する球形形状を有する。さらに、上記で説明した実施形態の
場合と同様に、コアの凸面５８の幾何学的形状は、瞬間回転軸（すなわち、点「Ｐ」（図
示せず））を任意の所望の位置に位置付けするように調整することができる。しかしなが
ら、図９～図１１の実施形態は、コア５４よりも大きい１つ又は複数の寸法を有するリセ
ス５０を設けることによって、そのような回転軸の位置付けのさらなる可変性を可能にす
る。例えば、一実施形態では、リセス５０が矢状面で測定された場合にコアより大きいこ
とでコア５４を前後方向に摺動させてもよく、これにより、理解されるように、患者の正
常な運動の過程において瞬間回転軸が並進する。そのような摺動運動の程度は、必要に応
じてコア５４とリセス５０との間に小さな又は大きなクリアランスを設けることによって
予め決定することができる。
【００４４】
　図９～図１１に示す実施形態では、冠状面にわたるリセス５０のサイズがコア５４のサ
イズに非常に近いことで、前方－後方運動を依然として可能にしつつもコアのいかなる側
方移動も防止する。しかしながら、別の実施形態では、下側シェル１４ａのリセス５０は
、コアのそのような側方運動も可能にするようにサイズ決めしてもよい。したがって、必
要に応じてリセス５０をサイズ決めすることによって、コア５４に矢状面及び／又は冠状
面における運動の自由度を与えることができる。
【００４５】
　本発明の椎間板は、当業者に既知であるような種々の材料で作製することができる。例
えば、シェルは金属（例えば、ステンレス鋼、チタン、チタン合金、ニチノール（商標）
のようなニッケル－チタン合金、コバルト－クロム合金等）、陶材、並びにプラスチック
及び／若しくは熱可塑性ポリマー（例えば、ＰＥＥＫ（商標））、又はそれらの任意の組
合せから作製してもよい。さらに、下側シェルの「ボール」及び／又は上側シェルの「ソ
ケット」は、それぞれのシェルの残りの部分と同じか又は異なる材料から作製してもよい
ことが理解されるであろう。例えば、「ソケット」及び双方のシェルはＰＥＥＫから作製
するが、「ボール」はチタンから作製してもよい。材料の他の様々な組合せは当業者に既
知である。
【００４６】
　本発明の核２０は概して弾性材料を含むものとして記載されている。一実施形態では、
そのような材料は当該技術分野において既知の材料であるヒドロゲルを含む。しかしなが
ら、代替的な材料を核に使用してもよい。例えば、核は、機械ばね（例えば、金属製）、
油圧ピストン、ヒドロゲル若しくはシリコーンサック（silicone sac）、ゴム、ポリマー
若しくはエラストマー材料、又は任意の他のそのような弾性材料又は素子を含んでいても
よい。核に適したポリマー材料の一例はカルボタン（carbothane（登録商標））であろう
。概して、核は、上述したように、上側シェル１２及び下側シェル１４、１４ａ間の運動
を制限する役割を果たすと共に、椎間板１０、１０ａをその中立位置に戻すために力を与
える役割を果たす弾性圧縮可能な材料から作製される。
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【００４７】
　本発明の別の実施形態を図１２～図２１に示し、これらの図では、上記要素と同様の要
素は「１」を前に付して表されている。図示のように、図示の実施形態による椎間板１１
０は上側シェル１１２及び下側シェル１１４を含む。人工椎間板１１０の外面には、必要
とされ得る場合に任意の形状又は表面処理を施してもよい。例えば、上記で説明したよう
に、上側シェル１１２の上面１１３には、埋め込まれた際に椎間板１１０が接触する椎体
の形状に合致する形状が与えられていてもよい。
【００４８】
　図１３は椎間板１１０を開いた状態を示し、この図では、上側シェル１１２及び下側シ
ェル１１４は分離している。図１２及び図１３の双方には、椎間板の核は示されていない
。図１２及び図１３に見られるように、タブ１３４及び１３６が上側シェル１１２の両側
面に設けられており、上記に説明したタブ構造と同様に機能する。先に説明した実施形態
の場合と同様に、椎間板１１０の下側シェル１１４には一対のスロット１３８及び１４０
が設けられており、スロットは１つずつ下側シェル１１４の各側面に設けられている。上
記のように、スロット１３８及び１４０は、シェル１１２及び１１４が組み立てられて椎
間板１１０を形成する際に、タブ１３４及び１３６をそれぞれ受け入れるように構成され
る。図１２及び図１３の実施形態では、スロット１３８及び１４０は、関連するタブ１３
４及び１３６の幅よりも大きな幅を有するようにサイズ決めされていることが分かる。上
記で説明したように、そのような構成は、関連するスロット１３８及び１４０内でのタブ
１３４及び１３６の或る程度の並進運動を可能にする役割を果たす。スロット及びタブ間
のそのような運動の自由度により、上側シェル１１２及び下側シェル１１４を互いに対し
て回転させることで、椎間板１１０が埋め込まれている脊椎分節の或る程度の軸回転運動
が可能になる。回転運動の程度は、スロット又はタブのいずれかをサイズ決めすることに
よって調整してもよいことが理解されるであろう。椎間板の各側面にタブが１つだけ示さ
れているが、同じ成果を達成するのに任意の数のタブを設けてもよいことが理解されるで
あろう。さらに、他の実施形態では、タブ及びスロットの位置は逆にしてもよく、その場
合、タブが下側シェルに設けられ、スロットが上側シェルに設けられる。
【００４９】
　図１３はまた、下側シェル１１４の外壁１２６によって画定された実質的に「Ｕ」字形
のウェル１２８も示す。上記に説明したように、ウェル１２８は、椎間板１１０の核（図
１２及び図１３には示さず）を収容する。図１４は下側シェル１１４を示し、この図では
、核１２０が図１３に示すウェル１２８内に収容されている。
【００５０】
　図１３及び図１４に示す下側シェル１１４は、上述と同じようにして上側シェル１１２
の凸面（図１３及び図１４には示さず）と協働する凸面すなわちボール１２２を有する。
【００５１】
　先の幾つかの実施形態に関して記載したように、上側シェル１１２にはその前方端１１
６にリム１３２が設けられている。リム１３２は、椎間板１１０が組み立てられて埋め込
まれた状態にある場合は下側シェル１１４に向かう方向に延びている。一実施形態では、
図１２～図１４に示すように、下側シェルの下部分には、前方に延びていると共にリム１
３２の下縁２０１の下に位置付けされるように構成されているリップ２０２が設けられて
もよく、又は、下側シェルの下部分が、そのようなリップ２０２を形成するように延びて
いてもよい。以下にさらに記載するように、リップ２０２は、屈曲運動時に椎間板１１０
に対するさらなる急な停止機構としての役割を果たす。
【００５２】
　下側シェルのスロット１３８及び１４０はそれぞれ、前方壁２０３、２０５及び後方壁
２０４、２０６によって画定される。上記で説明したように、スロット１３８及び１４０
並びにタブ１３４及び１３６は、椎間板１１０が軸回転運動を受けるとタブがそれぞれの
スロット内で移動することが可能となるようにそれぞれサイズ決めされる。そのような運
動の際、タブのうち一方の前方縁がその関連するスロットの前方壁に当接すると同時に、
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タブのうち他方の後方縁がその関連するスロットの後方壁に当接することが理解されるで
あろう。椎間板１１０が反対方向に回転する場合、反対側の縁及び壁が当接することが理
解されるであろう。
【００５３】
　図１５及び図１６は、屈曲（すなわち、後方から前方への）運動時の椎間板１１０を示
す。図示のように、また、上記で説明したように、そのような運動時、上側シェル及び下
側シェルは、下側シェル１１４の凸面（すなわち、ボール）１２２と上側シェル１１２の
凹面（すなわち、ソケット）１２４との間に形成されたボールソケット型の接続により関
節運動する。そのような関節運動は、シェル１１２とシェル１１４との間で生じる全ての
並進運動及び回転運動に対して生じることが理解されるであろう。図１６に示すように、
屈曲時、上側シェル１１２が下側シェル１１４に対して関節運動することで、ソケット部
分１２４の本体と下側シェル１１４の外壁１２６との間で核１２０の圧縮が生じる。屈曲
運動は、弾性核１２０がそれ以上圧縮できなくなるまで持続可能である。核１２０の圧縮
は、そのような屈曲運動に対して、漸進的な、すなわち「緩やかな」停止機構としての役
割を果たすことが理解されるであろう。しかしながら、「急な」停止を与えるために、図
１５及び図１６に示す実施形態には他の特徴が設けられる。例えば、上記で説明したよう
に、下側シェル１１４には、上側シェル１１２のリム１３２の下縁２０１のすぐ下で前方
に延びるリップ２０２を設けてもよい。図１５及び図１６に示すように、そのような構成
では、椎間板１１０の屈曲運動は下縁２０１がリップ２０２の上面と接触した時点で防止
される。代替的に又は組み合わせて、スロット１３８及び１４０の前方壁２０３及び２０
５はそれぞれ、屈曲運動に対する急な停止機構としての役割を果たすためにタブ１３４及
び１３６の前方縁にそれぞれ当接するようにサイズ決めされてもよい。この特徴は図１５
に示され、この図では、椎間板１０が完全な屈曲状態で示されており、タブ１３６の前方
縁がスロット１４０の前方壁２０５に当接している（タブ１３４はスロット１３８の前方
壁２０３に同様に当接していることが理解されるであろう）。
【００５４】
　図１７及び図１８は、伸展（すなわち、前方から後方への）運動の際の実施形態の椎間
板１１０を示す。図１８では、明確にするために核１２０が省かれていることで、ウェル
１２８が示されている。上記で説明したように、リム１３２の後方面が壁１２６の前方面
と接触すると伸展運動に対して「急な」停止が生じる。図１８に示すように、そのような
接触は概して、壁１２６の上縁で生じる。しかしながら、この接触はリム１３２と壁１２
６との間に設けたクリアランスの程度によることが理解されるであろう。すなわち、リム
１３２と壁１２６との分離が図示の分離よりも小さい場合は、伸展時の２つの間の接触領
域は下方に位置することになる。図１７は、タブ１３４及び１３６並びにそれぞれのスロ
ット１３８及び１４０が関わる伸展運動に対するさらなる急な停止を示す。すなわち、屈
曲に関して上記で説明したように、伸展時に、タブ１３４及び１３６の後方縁がスロット
１３８及び１４０の後方壁２０４及び２０６のそれぞれに向かって動く。したがって、理
解されるように、そのような運動は、タブ１３４及び１３６の後方縁が後方壁２０４及び
２０６と接触する（すなわち、「急な」停止に達する）と進行が防止される。
【００５５】
　図１９は、上側シェル１１２及び下側シェル１１４間での側方（左右方向への）運動の
際の実施形態の椎間板１１０（ただし、核１２０は有しない）を示す。図１９に示すよう
に、下側シェル１１４に対する上側シェル１１２の右から左への運動は、ボール１２２に
対するソケット１２４の関節運動を伴う。そのような運動は、タブ１３６の下縁２０７が
スロット１４０の基部２０８と接触する（この時点で、さらなる側方運動が防止される）
まで持続する。また、図１９では、下側シェル１１４に設けた壁１２６が上方に向かって
テーパー状になっていることに留意されたい。理解されるように、右から左への運動時に
タブ１３４を壁１２６との接触なく上昇させるにはこの構成が好ましい。上記の記載は右
から左への運動に焦点を置いているが、左から右への側方運動時にも同様の停止に遭遇す
ることが理解されるであろう。また、図１９に示されるように、側方運動時に、椎間板の
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片側が圧縮され、その結果、ウェル１２８又はエンクロージャー内に存在し得る核（図示
せず）の任意の部分が圧縮を受けることで、そのような運動に対して「緩やかな」停止が
与えられる。
【００５６】
　椎間板１１０の上記記載は単一平面での特定の運動に関して述べてきたが、本発明によ
り運動の様々な組合せが可能であることにも留意されたい。
【００５７】
　図２０及び図２１は、本発明の一実施形態による核の様々な代替実施形態を示す。明確
にするために、これらの図の２つの実施形態をそれぞれ１２０ａ及び１２０ｂとして示す
。図示の実施形態では、核１２０ａ及び１２０ｂは、椎間板（図示せず）の後方端１１８
に向かって延びる「Ｕ」字形アームを有する実質的に「Ｕ」字形の構造を有するものとし
て示されている。核１２０ａ及び１２０ｂはそれぞれ下面２１０ａ、２１０ｂ及び上面２
１１ａ、２１１ｂを有する。図示のように、下面２１０ａ及び２１０ｂは実質的に平面で
あり、（上記で説明したように）椎間板の下側シェルのウェル内に収容されるように構成
されている。図２０及び図２１に示す実施形態では、核１２０ａ、１２０ｂの前方（すな
わち、１１６の方向）部分に肉厚セクションを設けていることで、核の上面２１１ａ、２
１１ｂの前方端が後方端よりも隆起している。図２０では、上面２１１ａには傾斜形状が
さらに与えられている。図２０及び図２１に示す核の構造により、より大きな分離力が核
によって与えられて上側シェルが下側シェルから離隔されることが理解されるであろう。
さらに、そのような分離力を椎間板の前方端１１６に集中させることによって、図２０及
び図２１の核により、個人が直立している場合、椎間板を埋め込んでいる脊椎分節がその
中立位置に移動する。すなわち、椎間板の前方端に加えられる分離力の増加により、（個
人の頭の重量に対応するような）或る程度の圧縮が可能となるが、脊椎分節は依然として
中立位置をとることになる。この特徴は主として、頚部の脊椎分節に埋め込まれている椎
間板にとって、又は、上にかかる重量による核の圧縮を補償するように調節が望まれる場
合には重要となり得ることが理解されるであろう。そのような調節が必要とされる特定の
状況は当業者には明らかであろう。
【００５８】
　上記で説明した人工椎間板（例えば、１０、１０ａ等）は様々な特徴を含む。一態様で
は、椎間板は、軸回転、側屈及び屈曲／伸展等の個々の運動及び複合運動に適応する様々
な構造的構成要素を含み得る。そのため、本発明の人工椎間板は、概して、自然な無傷の
椎間板に関連する中立領域及び弾性領域の運動を再現する。さらに、本発明は、過度の又
は非生理的な運動を防止する設計された終点手段によって、拘束されていない、及び／又
は部分的に拘束されている複合運動を可能にする。完全に拘束された停止機構（すなわち
、「急な停止機構」）により、運動が、例えば、弾性領域を超えて拡大しないことが確実
になる。
【００５９】
　別の態様では、椎間板は、前弯性の脊椎形態と一体化すると共にそれを促すように矢状
面において実質的に楔形であってもよい。そのようなインプラントは、脊椎の再整合が求
められる場合に使用することができる。例えば、椎間板は上記楔形を呈するように後方端
の高さに比して前方端の高さが高くてもよい。同様に、そのような高さの差は椎間板の側
面間、すなわち冠状面に与えられてもよい。この種の形態は、例えば、脊柱側弯症等の不
整合を矯正するのに使用することができる。
【００６０】
　別の態様では、椎間板のシェルのうち一方又は双方には、本発明の椎間板が冠状面に卵
形又は半卵形の曲線を呈するように実質的に球形に湾曲した外面が与えられ得る。この構
造は、椎間板を骨表面領域まで最大化することで骨の内部成長を促す。そのような構造は
また、埋め込み後に骨に対して椎間板を安定化しつつ、椎間腔でのプロテーゼの占領を最
大化する。
【００６１】



(15) JP 2012-509116 A 2012.4.19

10

20

30

40

50

　様々な「急な停止機構」がシェル間の過度の側方運動、回転運動及び伸展運動を阻止す
るように設けられている。
【００６２】
　上側シェル及び下側シェルの外面は、脊椎の任意の領域における両凹状又は矩形の椎間
板切除部位に挿入するために湾曲又は球形（すなわち、卵形、楕円形）又は直線形（すな
わち、四角形）であってもよい。外面には任意選択的に、隣接する骨構造又は他の人工脊
椎構造に椎間板を固定する固定用のリブ又はキールを設けてもよい。
【００６３】
　一実施形態では、「正常な」状態により近似するように、矢状面（すなわち、前方－後
方の方向）内での上側シェルの直径を下側シェルよりも大きくしてもよい。
【００６４】
　一実施形態では、本発明の椎間板の外面に１つ又は複数の標識又は物理的な特徴を設け
て、それをＸ線撮影時に不透明にすることができる。理解されるように、そのような特徴
はインプラントの整合及び／又は位置付けを術後に確認するのに役立つ。
【００６５】
　椎間板の設置面積（footprint）は、沈下をなくすのに役立つように冠状面及び矢状面
の双方で最大化されることが好ましい。理解されるように、本発明の椎間板のサイズは、
正常な脊椎内の椎間板の様々なサイズに適応するように変え得る。
【００６６】
　上記で説明したように、上側シェル及び下側シェル間に形成されるボールソケット状ジ
ョイントが、それらのシェル間の複雑な相対運動を可能にする。「ボール」部分には種々
の幾何学的形状（例えば、曲率半径）を、必要に応じて異なる回転軸をもたらすように下
側シェルに対して種々の位置に与えることができる。上述したボールソケットジョイント
構成を提供するには上側シェルのソケット部分の同時位置付けもなされることが理解され
るであろう。他の実施形態では、瞬間回転軸を動的に可変にさせると共に本発明の椎間板
が与える動きの範囲においてより大きい可変性を可能にするように、拘束された空間内の
１つ又は複数の平面内でボール部分を移動可能にしてもよい。
【００６７】
　本発明の一実施形態では、椎間板の「ボール及びソケット」部分は、２つのシェル間に
所望レベルの関節運動を可能にしつつ、それらのシェルの分離を防止するインターロック
、すなわち雄型及び雌型構成を含んでいてもよい。この構成の一例は図２２～図２４に示
し、これらの図では、図４又は図１６に示す椎間板の変形形態を示している。図２２～図
２４の実施形態に示すように、下側シェル３１４の後方端３１８に設けた「ボール」すな
わち凸部分３２２は、シェル３１２及び３１４が組み合わせられている場合では上側シェ
ル３１２に向かう方向に下側シェル３１４から離れて延びているステム４００を含む。ス
テム４００の対向端は凸上面４０４を有する第２の凸部分４０２を含む。一態様では、凸
面４０４の曲率は凸部分３２２の曲率に対応し得る。しかしながら、以下の説明から理解
されるように、本発明はそのような構成に限定されない。図２４に示す実施形態では、凸
部分４０２は概して、湾曲した円板状の要素を含む。図２３は凸部分４０２を後方面図で
示す。
【００６８】
　図２２～図２４に示すように、上側シェル３１２には、図４に示す面２４と同様の凹面
３２４が設けられている。凹面３２４はボール３２２の露呈面４０６と接触及び係合する
ように構成されている。ボール３２２の面４０６及び凹面３２４間の配置は、例えば図４
の実施形態のボール２２及び凹面２４と同じであることが理解されるであろう。すなわち
、そのような配置により、双方の要素のそれぞれの湾曲部分に対する関節運動が可能とな
る。しかしながら、図２２及び図２３に示すように、本発明の図示の実施形態は、さらな
る対の関節運動面を有する上側シェル３１２を提供する。具体的には、上側シェル３１２
には、凸部分４０２の凸面４０４と係合するように構成された第２の凹面４０８が設けら
れている。理解されるように、面４０８及び４０４が組み合わせられて、本発明の椎間板
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のための協働するさらなる対の関節運動面を提供する。
【００６９】
　図２２～図２４に示すように、凸部分４０２は好ましくはステム４００よりも広い。図
２２～図２４に示す実施形態では、凸部分４０２は円板状であり、ステム４００の直径又
は幅よりも大きい直径を有する。また、上側シェル３１２には、下方に垂下する壁４１０
と、好ましくは凸部分４０２の少なくとも一部を覆う、内方に延びる径方向フランジ４１
２とが設けられている。図２２及び図２３に示すように、壁４１０及びフランジ４１２は
凸部分４０２と確実に係合する役割を果たす。すなわち、図２２及び図２３に示すように
、壁４１０及びフランジ４１２が組み合わせられて、ステム４００に設けた凸部分４０２
を係合させるためのソケット４１４を形成する。このようにして、ソケット４１４は、「
雄型」凸部分４０２を受け入れるように構成された「雌型」部分を形成する。ステム４０
０は「雄型」部分の一部とみなされてもよい。したがって、上側シェル３１２及び下側シ
ェル３１４が組み合わせられると、凸部分４０２とソケット４１４との係合が、予め設定
された限界を超えるシェルの分離を防止する役割を果たす。凸部分４０２をソケット４１
４内に係合させるために、凸部分４０２が収容されるソケット４１４を形成するように、
上側シェル３１２が先に２つのセクションで提供されて一緒に組み立てられるか又は連結
される必要があるであろうことが理解されるであろう。同じ成果をもたらす様々な他の実
施形態が可能であろう。例えば、フランジ４１２は、屈曲を可能にすることで、凸部分４
０２がソケット４１４内に「スナップ嵌め」されることを可能にする弾性材料から作製し
てもよい。代替的に、ソケット４１４は、シェル３１２及び３１４が一緒に組み立てられ
て椎間板を形成することが可能になるのであれば、必ずしも凸部分４０２の外周全体と係
合しなくてもよい。
【００７０】
　図２２及び図２３に示すように、ソケット４１４は好ましくは、ソケット４１４及び凸
部分４０２間の相対運動を可能にするようにサイズ決めされる。すなわち、ソケット４１
４の直径は凸部分４０２の直径よりも大きい。理解されるように、この構成により、上側
シェル３１２及び下側シェル３１４間で関節運動が可能となる。しかしながら、ソケット
４１４を所望に応じてサイズ決めすることによって、そのような関節運動を１つ又は複数
の方向に制限することができる。また、理解されるように、凸部分４０２の外縁が壁４１
０と接触するとシェル間でそれぞれの運動が生じる。また、関節運動は一方向にだけ調整
されてもよいことが理解されるであろう。例えば、ソケット４１４を実質的に長円形の形
状を有して設計してもよく、それにより、一方向において別の方向よりも高い程度の相対
運動が可能になる。そのような構成を用いて、例えば、側方運動とは対照的により大きな
程度の屈曲及び伸展運動を可能にしてもよい。同様に、ソケット４１４のサイズ決めを調
整して、より相対的な運動が、例えば屈曲運動とは対照的に伸展運動であることを可能に
するようにしてもよく、その逆も可能である。また理解されるように、上記で説明した他
の動き制限手段に加えて、ソケット４１４及び凸部分４０２の構成によって与えられる動
き制限が概して存在する。
【００７１】
　本発明の別の態様では、凸部分４０２の下面４１６には、この例では凹状である湾曲形
状も設けてもよい。フランジ４１２の上面４１８にも、協働する凸形状を設けてもよい。
図２２及び図２３に示すように、この構成により、面４１６及び４１８もまた互いに係合
することで、上側シェル３１２及び下側シェル３１４の相対運動時に別の対の関節運動面
を提供することが可能となる。したがって、一実施形態では、図２２～図２４に示す椎間
板には６つの対の関節運動面が設けられる。さらに、ソケット４１４及び凸部分４０２の
構成により、シェル３１２及び３１４が確実に係合することで、その軸方向の分離が防止
される。
【００７２】
　図２２（他に以下でも説明する）では、面４０８及び４０４の曲率は実質的に同じ半径
を有するものとして示されている。そのような構成は好ましいが限定的ではないことが理
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解されるであろう。さらに、面４０４、４０８の曲率は、面４０６及び３２４の曲率と同
じであるものとして示されている。各対の面には異なる曲率半径が与えられてもよいこと
が理解されるであろう。しかしながら、上側シェル及び下側シェルの相対運動は概して枢
動性を有するため、各対の当接面が共通の曲率半径を有することが好ましいであろう。
【００７３】
　図２５～図２７は、図２２～図２４に関して説明したソケット４１４及び凸部分４０２
の構成のさらなる実施形態を示す。図２５～図２７では、図２２～図２４に示す要素と同
一の要素が同じ参照符号で表されている。同様であるが形状又は機能が異なる、図２５～
図２７に示すそれらの要素は、同じ参照符号で表されているが明確にするために文字「ａ
」、「ｂ」及び「ｃ」がそれぞれ付け加えられている。
【００７４】
　図２５に示すように、凸部分４０２ａは、凹面４０８ａ、壁４１０ａ及びフランジ４１
２ａの組合せによって形成されたソケット４１４ａ内に係合される「ボール」として示さ
れている。先に記載した実施形態の場合のように、ソケット４１４ａは、上側シェル３１
２及び下側シェル３１４間の所要量の相対運動を可能にするように任意の所望の方法でサ
イズ決めされてもよい。
【００７５】
　図２６は一実施形態を示し、この実施形態では、凸部分４０２ｂが図２２～図２４に示
す凸面と同様の凸面４０４ｂを有する。しかしながら、この例での凸部分４０２ｂは、形
状が実質的に凹状である下面４１６ｂを有する。また、フランジ４１２ｂの上面４１８ｂ
は協働する凹形状を含む。
【００７６】
　図２７はさらなる実施形態を示し、この実施形態は、図２２及び図２６に示す椎間板の
組合せを含む。具体的には、図示のように、凸部分４０２ｃの上面４０４ｃ及び上側シェ
ルの凹下面４０８ｃは図２２及び図２３に示すものと実質的に同じである。しかしながら
、凸部分４０２ｃの下面４１６ｃには凸部分と凹部分の組合せが設けられる。具体的には
、図２７に示す実施形態では、下面４１６ｃの後方部分３１８には凸形状が与えられ、下
面４１６ｃの前方部分３１６には凹形状が与えられる。同様に、上面４１８ｃは後方端及
び前方端がそのような異なる曲率に対応するように構成されている。理解されるように、
必要性及び／又は所望の動きの要件及び制約に応じて、協働する面間の曲率の任意の他の
組合せを用いてもよい。
【００７７】
　上記では、図２２～図２７に関して、様々な関節運動面は何らかの形態の曲線を有する
ものとして述べてきた。しかしながら、ここで提供したかかる図面及び他の図面、並びに
本明細書における面の１つ又は複数は、平坦な又は波形の形状が与えられてもよいことが
理解されるであろう。さらに、隣接する面には、それらの面間での相対運動を容易にする
か又は限定するように任意の程度の相対的な摩擦が与えられてもよい。
【００７８】
　図２８は、図２２及び図２３に示す実施形態の別の変形形態を示す。図２２及び図２３
の要素と共通の、図２８に示す要素は、同じ参照符号で表されている。同様であるが何ら
かの変形形態を含む要素は、共通の参照符号で示されているが明確にするために文字「ｅ
」が付け加えられている。図示のように、図２８に示す構成は図２３の構成と同様である
が、凸部分４０２ｅ及びレール４００ｅは２つのレール状構造を形成するように２つのセ
クションに分割されている。また、上側シェル３１２には、拡径基部４２２で終端する下
方に延びるステム４２０を含む協働レールが設けられている。図２８に示すように、ステ
ム４２０と対応する基部４２２が組み合わせられて、一対の凸部分４０２ｅを受け入れる
ための一対のソケット又はリセス４１４ｅを形成する。図２８は一対の凸部分４０２ｅを
有して示されているが、椎間板は任意の数のそのような部分を有して設計されてもよいこ
とが理解されるであろう。そのような場合、下方に延びるステム４２０及び関連する基部
４２２の数も調整される。さらに、凸部分４０２ｅは凸下面を有して示されているが、上
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述したように、そのような面は凹状であってもよく、又はそれらの組合せであってもよい
ことが理解されるであろう。
【００７９】
　図２９は図２８の別の変形形態を示し、この図では、図２８の要素と共通の要素は同じ
参照符号で表されており、同様であるが何らかの変形形態を含む要素は、共通の参照符号
で表されているが明確にするために文字「ｆ」が付け加えられている。この場合では、凸
部分４０２ｆは一対のものとして設けられていること、及びそのような部分はそれぞれの
ステム４００ｆの外側側縁にわたってのみ延びていることに留意されたい。この実施形態
はまた、外側にフレア状になった底部を有するのではなく実質的に一体型（monolithic）
である、下方に延びるステム４２０ｆを示す。すなわち、図２９では、図２８のステム４
２０と基部４２２は共に組み合わせられている。ステム４２０ｆの内面には、下側シェル
３１４に設けた凸部分３２２の凸上面４０６との関節運動を可能にするように凹状曲線が
与えられている。
【００８０】
　図３０は、図２２の実施形態のさらなる変形形態を示し、この図では、図２８の要素と
共通の要素は同じ参照符号で表されており、同様であるが何らかの変形形態を含む要素は
、共通の参照符号で表されているが明確にするために文字「ｇ」が付け加えられている。
図３０では、凸部分４０２ｇはステム４００と一体形成されているのではなく該ステム４
００に固定されている。図示の実施形態では、そのような固定はスクリュー４２４によっ
て達成される。図示のように、この固定を達成する手段は、下側シェル３１４の下面から
ねじを挿入してステム４００に通すことを含む。理解されるように、この固定手段は好ま
しくは、椎間板を埋め込む前に行われる。任意のタイプの固定手段を用いて凸部分４０２
ｇをステム４００に固定することができることが理解されるであろう。
【００８１】
　図３１はさらに別の実施形態を示し、この実施形態では、上記に説明した凸部分が上側
シェル３１２に固定されている。図３１に示すように、下側シェル３１４は、先に述べた
ように、凸上面４０６を有する凸部分３２２を含み、上側シェル３１２は、前述の凸面４
０６と係合するように構成された下側凹状関節運動面３２４を有する。しかしながら、図
３１の実施形態は、さらなる「ボール」部分が上記に示したような対向する向きとは対照
的に上方から下方に延びているという点で図２２の実施形態とは異なる。すなわち、上側
シェルの後方ソケット部分３１８は、下端にフレア状部分４３２を有する下方に延びるス
テム４３０を有する。フレア状部分４３２は凹下面を有し、この凹下面は、下側シェル３
１４のボール部分３２２の凸上面４０６と係合する凹面３２４を形成する。また、図３１
に示すように、下側シェルのボール部分３２２は、フレア状部分４３２を受け入れるよう
に構成されたスロット４３６を有する。スロット４３６は凹面３２４、上方に延びる壁４
３８、及び該壁４３８の上端に設けた内方に延びるフランジ４４０によって画定される。
スロット４３６は、図２２に関して上述したのと同じようにしてフレア状部分４３２を受
け入れるように構成されている。同様に、フランジ４４０は、フレア状部分４３２の上面
及び上側シェルの下部分によって画定されたそれぞれのリセス４４２内に受け入れられる
。したがって、フレア状部分４３２がスロット４３６内に確実に受け入れられることとフ
ランジ４４０がリセス４４２に受け入れられることの組合せが、シェル３１２及び３１４
の分離を防止する役割を果たすと共に、それらのシェル間の任意の所望量の関節運動を可
能にする。
【００８２】
　図２２～図３１に関する上記の記載では、本発明の椎間板の他の様々な態様は、そのよ
うな要素が先に記載した要素と同じであるか又は同様であることから説明していない。例
えば、図２２～図３１に示す椎間板は好ましくは、先の実施形態に関して記載したような
様々な力吸収及び動き制限手段を含む。そのような他の要素は単に説明を容易にするため
に図に示していないことが理解されるであろう。同様に、上述したように、本発明のシェ
ルの外面又は骨係合面には、任意の様式の骨係合又は固定用の機構、被覆又は表面処理も
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施してもよい。例えば、外面には、当該技術分野において既知のような複数のスパイク又
はキール等を設けてもよい。
【００８３】
　本発明を或る幾つかの特定の実施形態を参照しながら記載してきたが、本明細書に概説
される本発明の目的及び範囲から逸脱しない限り、その様々な変更が当業者には明らかで
あろう。上記で引用した全参考文献の開示は全て、参照により本明細書に援用される。
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